
総務専門部会 税務分科会

　　　　均等割　　　２，０００円　　　

　　　　所得割　　　標準税率

　　　　法人税割　１００分の１２．３　（標準税率）

　　　　第２期　　　　　　８月１日から同月３１日まで

２．納期

　　①普通徴収

　　　　第１期　　　　　　６月１日から同月３０日まで

２．納期

　　①普通徴収

２．納期

　　①普通徴収

　　　　第１期　　　　　　６月１日から同月３０日まで

市たばこ税・鉱山税・特別土地保有税・入湯税

　（３）　（１）及び（２）の市以

　　　　　　年額　　２，５００円

　　 満の市

　　　　軽自動車税の納期については、伊自良村・美山町の例により調整するものとする。

 　個人町（村）民税・法人町（村）民税・固定資産税・軽自動車税・町（村）たばこ税・鉱山税・特別土地保有税については、市税として現行のとおり新市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 に引き継ぐものとする。

　　　　入湯税については、美山町の制度を新市に引き継ぐものとする。

　　　　固定資産税の納期については、美山町の例により調整するものとする。

　　　　第１期　　　　　　６月１日から同月３０日まで

２　前項の表を適用する場合
における市町村の人口は、
官報に公示された最近の人
口によるものとする。ただし、
市町村の配置分合又は境界
変更があった場合における
関係市町村の人口は、政令
で定めるところによって計算
したものによる。

　第２９４条第１項第１号又は
第２号の者に対して課する均
等割の標準税率は、次の表
の上欄に掲げる市町村にお
いてそれぞれ当該下欄に掲
げる額とする。

調 整 の方 針

　　　　均等割　　　標準税率　　　

１．税率

　　　　均等割　　　標準税率　　　

１．税率

　　　　均等割　　　標準税率　　　

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町税　   　目　 　  名

個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・

備　　　　　考

協　議　項　目 地方税の取扱い（国民健康保険税を除く。） 協議細目

１．個人町（村）民税

２．法人町（村）民税

１．税率

　　　　均等割　　　２，０００円　　　

　　　　所得割　　　標準税率

　　　　均等割　　　２，０００円　　　

　　　　所得割　　　標準税率

１．税率

　　　　・納期特例事業所

　　　　・月割額を翌月１０日まで

　　　　第２期　　　　　　８月１日から同月３１日まで

　　　　第３期　　　　　１０月１日から同月３１日まで

　　　　第４期　　　翌年１月１日から同月３１日まで

　　②特別徴収

　　　　第３期　　　　　１０月１日から同月３１日まで

　　　　第２期　　　　　　８月１日から同月３１日まで

１．税率

　　　　　まで 　　　　　まで

　　　　第４期　　　翌年１月１日から同月３１日まで

　　②特別徴収

　　　　　　６月から１１月分を１２月１０日まで

　　　　　１２月から翌年５月分までを翌年６月１０日

　　　　　　６月から１１月分を１２月１０日まで

　　　　　１２月から翌年５月分までを翌年６月１０日

　　　　・納期特例事業所

　　　　・月割額を翌月１０日まで

　　　　　　年額　　２，０００円

　　　　法人税割　１００分の１２．３　（標準税率） 　　　　法人税割　１００分の１２．３　（標準税率）

１．税率

　　　　　まで

【個人の均等割の税率】

地方税法第３１０条

　（１）人口５０万以上の市

　　　　　　年額　　３，０００円

　（２）人口５万以上５０万未

　　 外の市並びに町村

　　　　　１２月から翌年５月分までを翌年６月１０日

　　　　・納期特例事業所

　　　　　　６月から１１月分を１２月１０日まで

　　　　第３期　　　　　１０月１日から同月３１日まで

　　　　第４期　　　翌年１月１日から同月３１日まで

　　②特別徴収

　　　　・月割額を翌月１０日まで

1/5



２．納期 ２．納期 ２．納期

ー略ー

２　軽自動車税の納期は、４
月中において、当該市町村
の条例で定める。　－略ー

　　　　　　４月１４日から同月３０日まで 　　　　　　４月１１日から同月３０日まで 　　　　　　４月１１日から同月３０日まで

２．納期 ２．納期 ２．納期 地方税法第４４５条（抜粋）

　 現行、伊自良村・美山町の

納期に統一する。

　　　 標準税率 　　　 標準税率 　　　 標準税率

２　ー略ー

４．軽 自 動 車 税 １．税率 １．税率 １．税率 【軽自動車税の納期】

　　　　第４期　　　 翌年２月１日から同月末日まで 　　　　第４期　　　 翌年２月１日から同月末日まで 　　　　第４期　　　 翌年２月１日から同月末日まで

　　　　第３期　　　　　１２月１日から同月２５日まで 　　　　第３期　　　　　１２月１日から同月２５日まで 　　　　第３期　　　　　１２月１日から同月２５日まで

地方税法第３６２条（抜粋）

　　　　第１期　　　　　　５月１日から同月３１日まで 　　　　第１期　　　　　　５月１日から同月３１日まで 　　　　第１期　　　　　　４月１日から同月３０日まで     固定資産税の納期は、４
月、７月、１２月及び２月中に
おいて、当該市町村の条例
で定める。但し、特別の事情
がある場合においては、これ
と異なる納期を定めることが
できる。

　　　　第２期　　　　　　９月１日から同月３０日まで 　　　　第２期　　　　　　７月１日から同月３１日まで 　　　　第２期　　　　　　７月１日から同月３１日まで

　 現行、美山町の納期に統

一する。

１．税率 １．税率 １．税率

総務専門部会 税務分科会

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　　　　千本につき　２，４３４円　 　　　　千本につき　２，４３４円　

個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・

３．固 定 資 産 税 【固定資産税の納期】

　　　 １００分の１．４　（標準税率） 　　　 １００分の１．４　（標準税率） 　　　 １００分の１．４　（標準税率）

市たばこ税・鉱山税・特別土地保有税・入湯税

　　　採された鉱物の価格の合計額が２００万円

　　　以下である場合においては、当該期間に係 　　　以下である場合においては、当該期間に係

　　　る税率は、１００分の０．７とする。 　　　る税率は、１００分の０．７とする。 　　　る税率は、１００分の０．７とする。

調 整 の方 針

税　   　目   　　名 高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町 備　　　　　考

　　　　千本につき　２，４３４円　

　　　 １００分の１　（標準税率）

　　　　 ただし、鉱物の掘採の事業の作業場にお 　　　　 ただし、鉱物の掘採の事業の作業場にお 　　　　 ただし、鉱物の掘採の事業の作業場にお

　　　以下である場合においては、当該期間に係

５．町（村）たばこ税 １．税率 １．税率 １．税率

協　議　項　目 地方税の取扱い（国民健康保険税を除く。） 協議細目

６．鉱　　　山　　　税

　　　 １００分の１　（標準税率） 　　　 １００分の１　（標準税率）

１．税率 １．税率 １．税率

　　　採された鉱物の価格の合計額が２００万円 　　　採された鉱物の価格の合計額が２００万円

　　　いて、前月１日から同月末日の期間内に掘 　　　いて、前月１日から同月末日の期間内に掘 　　　いて、前月１日から同月末日の期間内に掘
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２．免税点 ２．免税点 ２．免税点

　　　　５，０００㎡ 　　　　１０，０００㎡ 　　　　１０，０００㎡

２，０００㎡

市町村は、同一の者につい
て、当該市町村の区域（第１
号の市にあっては、当該市
の区の区域）内において、第
５９９条第１項第１号の特別
土地保有税にあってはその
者が１月１日に所有する土
地（第５８６条第１項若しくは
第２項、第５８７条第１項又は
第５８７条の２第１項本文の
規定の適用がある土地を除
く。）の合計面積が、第５９９
条第１項第２号の特別土地
保有税にあってはその者が
１月１日前１年以内に取得し
た土地（当該土地の取得に
ついて第５８６条第１項若しく
は第２項又は第５８７条第２
項の規定の適用がある土地
を除く。以下本条において同
じ。）の合計面積が、第５９９
条第１項第３号の特別土地
保有税にあってはその者が
７月１日前１年以内に取得し
た土地の合計面積が、それ
ぞれ次の各号に掲げる区域
の区分に応じ、当該各号に
定める面積（以下本節にお
いて「基準面積」という。）に
満たない場合には、特別土
地保有税を課することができ
ない。

一　地方自治法第２５２条の
１９第１項の市の区の区域

　　　 土地　　　　　　　１００分の１．４

　　　 土地の取得　　 １００分の３　

【特別土地保有税の免税点】

個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・

総務専門部会 税務分科会

　　　 土地　　　　　　　１００分の１．４

　　　 土地の取得　　 １００分の３　

　　　 土地　　　　　　　１００分の１．４

　　　 土地の取得　　 １００分の３　

合併日前に取得した土地の
うち、伊自良村及び美山町
の区域については、合併の
日から３年間は１０，０００㎡
（地方税法第５９７条及び同
法施行令第５４条の３５）

地方税法第５９５条

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

備　　　　　考

市たばこ税・鉱山税・特別土地保有税・入湯税

調 整 の方 針

高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

７．特別土地保有税 １．税率 １．税率

税　   　目　   　名

１．税率

協　議　項　目 地方税の取扱い（国民健康保険税を除く。） 協議細目
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１０，０００㎡

２．課税免除

１．税率

　　　 入湯客１人１日　　１５０円　（標準税率）

　　　①　年齢１２歳未満の者

　　　②　共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する

　　　　　 者

　　　 制度なし８．入　　 湯 　　税 　　　 制度なし

７．特別土地保有税 二　都市計画法第５条に規
定する都市計画区域を有す
る市町村の区域（前号の区
域を除く。）　　　　５，０００㎡

三　その他の市町村の区域

協議細目

総務専門部会 税務分科会

税　   　目　   　名 高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

協　議　項　目 地方税の取扱い（国民健康保険税を除く。）

調 整 の方 針

市たばこ税・鉱山税・特別土地保有税・入湯税

個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

備　　　　　考

【入湯税】

地方税法第７０１条

    鉱泉浴場所在の市町村
は、環境衛生施設、鉱泉源
の保護管理施設及び消防施
設その他消防活動に必要な
施設の整備並びに観光の振
興（観光施設の整備を含
む。）に要する費用に充てる
ため、鉱泉浴場における入
湯に対し、入湯客に入湯税
を課するものとする。
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地方税の取扱い（国民健康保険税を除く。） 協議細目
個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・

市たばこ税・鉱山税・特別土地保有税・入湯税

１．都市計画税の課税客体等

　 市町村は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該都市計画区域
の全部又は一部の区域で条例で定める区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標
準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。（地方税法第７０２条第１
項）

２．都市計画税の税率

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

総務専門部会 税務分科会

協　議　項　目

　１００分の０．３を超えることができない。（地方税法第７０２条の４）

調 整 の方 針
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